
経済連携協定の適格な実施を確保するため、特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措
置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与する。

原産地証明法の概要

目 的

制度の概要

１．原産地証明書の発給 （第３条）
特定原産品をＥＰＡ締約相手国に輸出しようとする者は、経済産業大臣に対し、原産地証明書の発給を申請することができる

２．証明書受給者等の義務 （第６条、第７条）
・ 特定原産品でなかったことを知ったとき等には、経済産業大臣等に通知しなければならない（第６条）
・ 発給を受けた物品に関する書類を保存しなければならない（第７条）

３．認定輸出者制度 （第７条の２～第７条の４）
経済産業大臣の認定を受けた者は、原産地証明書の作成をすることができる
※現在、この制度を導入している協定は、日スイスＥＰＡ、日ペルーＥＰＡ、日メキシコＥＰＡ、ＲＣＥＰのみ

４．指定発給機関の指定 （第８条～２５条）
経済産業大臣は、その指定する者に原産地証明書の発給に関する事務を行わせることができる
※現在、日本商工会議所を指定。全国２８か所で発給窓口を開設

５．ＥＰＡ締約相手国当局に対する情報提供 （第３０条）
経済産業大臣は、特定原産品であるか否かに関する情報提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない

６．標章の使用制限、発給申請者等に対する罰則 （第３１条、第３４条～第４０条）
・ 何人も、法が規定する場合を除き、原産地証明書に標章を付してはならない
・ 虚偽記載、虚偽申請、通知義務懈怠など

※ 現在、本法の対象となっている経済連携協定（ＥＰＡ）は、日メキシコＥＰＡ、日マレーシアＥＰＡ、日チリＥＰＡ、
日タイＥＰＡ、日インドネシアＥＰＡ、日ブルネイＥＰＡ、日フィリピンＥＰＡ、日アセアンＥＰＡ、日ベトナムＥＰＡ、日スイスＥＰＡ、
日インドＥＰＡ、日ペルーＥＰＡ、日オーストラリアＥＰＡ、日モンゴルＥＰＡ、ＲＣＥＰの１５協定

７．農林水産大臣との協力 （第３３条）
経済産業大臣は、農林水産大臣に協力を要請することを、農林水産大臣は、この法律の施行に関し、経済産業大臣に
意見を述べることができる


